
「第３次寒川 学びプラン」の策定について 

 

１ 経過 

 

 町では、寒川町生涯学習のまちづくり推進計画「さむかわ いきいき学習ライフ ２１プラン」

を平成６年に策定し、続いて寒川町生涯学習推進計画「寒川 学びプラン」を平成１８年に策定しま

した。その後、現プランである「第２次寒川 学びプラン」を令和３年に策定し、生涯学習に関する

各種施策を計画的に推進してきました。 

  

○「さむかわ いきいき 学習ライフ 21プラン」 計画期間：平成６年度～平成１７年度 １２年間 

 

○「寒川 学びプラン」 計画期間：平成１８年度～平成３２年度（令和２年度） １５年間 

実施計画の計画期間は３期各５年間         

・第１期実施計画：平成１８年度～２２年度          ５年間    

・第２期実施計画：平成２３年度～２７年度          ５年間    

・第３期実施計画：平成２８年度～３２年度（令和２年度）   ５年間 

 

 〇「第２次寒川 学びプラン」 計画期間：令和３年度～令和６年度 ４年間 

 

２ 策定の趣旨 

 

 「第２次寒川 学びプラン」は、町総合計画 2040 の将来像である「つながる力で 新化するまち」

の実現に向け、生涯学習の視点からまちづくりをすすめるため、生涯学習施策の基本的な考え方や

方向性を示した個別計画です。 

 本計画は、前計画の将来目標である「ともに学び・ともに支えあう 自己実現と協働のまち・さ

むかわ」を基本理念として引き継ぎ、その実現のため、「学ぶ」、「活かす」、「つながる」の３

つの視点から目指すべき生涯学習の姿を基本目標として掲げ、計画期間を町総合計画 2040 の第１次

実施計画にあわせた４年間としています。 

 その間、社会は少子化による人口減少や急速な高齢化、超スマート社会に向けたインターネット

やＡＩ等の進展など、急激な変化を遂げています。また、「人生１００年時代」の到来を見据え、

誰もが生涯にわたり必要な学習を行い、その成果を個人の生活や地域での活動等に生かすことので

きる「生涯学習社会」の実現が求められています。 

そのような中で、「第２次寒川 学びプラン」の計画期間が令和６年度で終了することから、新

たな計画を策定し、引き続き、生涯学習による協働のまちづくりに町全体で総合的、継続的に取り

組んでいく必要があることから、次期プランを策定するものです。 

 

３ 第３次プランについて 

 

 国や県の生涯学習における動向や町民へのアンケート調査結果に留意しながら、現行の第２次 

学びプランをベースに達成状況等から町の生涯学習推進のあり方を整理し、社会状況の変化等に対

応した計画を策定します。 

 

 計画期間：令和７年度から令和１０年度まで（４年間） 

      今後の生涯学習の推進に向けては、より一層、時代や社会情勢に迅速に対応できる取

り組みが求められているため、町総合計画2040の第２次実施計画期間にあわせた４年

間とします。 

資料 ４ 


